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関係会社２社において、宅建業免許を受け
ずに、土地区画整理事業地内の土地を転売目
的で購入し、約３年の間に計６件の売却を行
った行為について無免許営業に該当すると
し、その媒介を行った買主側媒介業者の代表
者に、無免許営業幇助を認定して罰金刑を言
い渡した事例（名古屋高裁 令和４年９月15
日判決 ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要

宅建業免許を有していない、ａ社（日用雑
貨品卸売業等・代表者Ａ）及びその実質的な
子会社ｂ社（不動産賃貸業等・実質的経営者
Ａ）、（以下、本件各社）は、Ａが副組合長で
あるＰ土地区画整理事業の区域内の土地につ
いて、Ｙ（被告・宅建業者ｙ社の代表者）や
第三者から、土地の所有者が売却を希望して
いるので購入してもらえないかと言われて購
入し、その取得から数年の間である平成30年
５月から約２年の間にａ社は４物件の売却
を、ｂ社は平成29年６月及び平成30年６月に
２物件の売却を行い、各取引についてｙ社は
媒介業者として関与して買主より媒介手数料
を受領した。
Ｙは、この一連の取引に関し、Ａによる本
件各社の本件各取引は宅建業法12条１項の無
免許営業に該当し、Ｙには無免許営業罪の共
同正犯が成立するとして起訴された。
原審（名古屋地判　令４・３・10）は、本
件各社による無免許営業を認定し、ＹはＡと
意思を通じて自己の犯罪として本件無免許営

業に関与したもので、無免許営業罪の共謀共
同正犯が成立するとして、Ｙに罰金50万円を
言い渡した。
Ｙは、原審判断について、訴の受理に関す

る違法、事実誤認、法令適用の誤り、量刑不
当等を主張し控訴した。

2 　判決の要旨

裁判所は、原審の無免許営業罪の共謀共同
正犯の認定を破棄し、無免許営業幇助を認定
して、Ｙに罰金25万円を言い渡した。
⑴　公訴権濫用の主張について
Ｙは、ａ社がＹ以外の業者を仲介人として

宅地等を売却した事案は立件されていないこ
とから、Ｙが関与した事案だけが立件された
本件は、公訴権を濫用した不平等起訴で、公
訴は棄却されるべきと主張する。
しかし、検察官の裁量権の逸脱が公訴提起

を無効ならしめる場合は、公訴の提起自体が
検察官の職務犯罪を構成するような極限的な
場合に限られ、本件はそのような場合に当た
らない。審判の対象になっていない他事件は
犯罪の情状等の事情が明らかでなく、他事件
の公訴権の発動の状況と対比することのみに
よって本件公訴提起が検察官の裁量権を逸脱
したということはできない。
⑵　本件各社の無免許営業の該当性について
Ｙは、本件各社が行った本件各取引は無免

許営業に該当しないと主張する。
そこで検討すると、転売された各土地は、

Ａが、Ｙ又は第三者から土地の所有者が売却

営利法人の6件の転売取引に関与した買主側媒介業者代表
者に無免許営業幇助を認定し罰金刑を言い渡した事例

（名古屋高判 令 4・9・15 ウエストロー・ジャパン）　中戸 康文
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を希望しているので購入してもらえないかと
言われ、本件各社が購入したもので、本件各
取引がされた当時は遊休不動産と指摘されて
いたこと、本件各土地の購入時期はいずれも
仮換地指定の後であり、いずれ宅地として整
備され、値段が上がる可能性が高かったとい
えること、Ａにおいては、本件各社が利用し
ないままこれらを所有し続けるつもりはな
く、住宅や商業施設等を建築したい者が現れ
れば売却することを想定していたことなど、
いずれも、購入時において、本件各社に本件
各土地を事業に利用する具体的な予定、計画
があったとは認められない。
そして、本件各取引の相手方は、本件各会
社の業務とは関連なく、その土地の取得を希
望した個人や会社であり、本件各取引の売買
代金は、購入した金額より高くなっているこ
と、本件各社は、他にも本件各取引と同様の
所有地の売却や、土地の購入をしていたこと
が認められる。
以上によれば、本件各社は、事業に利用す
る予定や計画がないまま、仮換地の指定がさ
れていて、いずれ宅地化されて価格が上がる
可能性が高い本件各土地を購入したが、いず
れ転売する予定であって、実際にも、購入時
よりも高く本件各土地を売却し、ほかにも同
様の土地売買をしていたのであるから、積極
的に土地を買い求め、転売を図ったものでは
なくとも、営利目的で宅建業をしたことにな
るというべきであり、原判決の本件各取引が
宅建業法12条１項所定の無免許営業に該当す
るとした結論に誤りがあるとはいえない。
⑶　Ｙの正犯性について
Ｙは、本件各土地の売却の意思決定そのも
のに関与していないし、売主から媒介手数料
や売主が転売により得た利益の分け前を受け
てもいない。
Ｙの行為は、宅建業法上の媒介をする行為

に当たるもので、本件各取引を容易ならしめ
るものではあるが、Ｙが自分たちの犯罪とし
てＡらと一緒になって本件各取引をしたとま
では言えないことから、Ｙについては無免許
営業幇助の事実を認定すべきであり、無免許
営業罪の共同正犯とは認められない
⑷　判決
Ａが行った宅地建物取引業の無免許営業

は、期間の長さ、取引物件の個数、売買代金
の額などからすると、必ずしも軽微とはいえ
ない。Ｙは、その事情を知った上で媒介業者
としてこれを幇助したもので、その刑事責任
は軽視できない。そうすると、Ｙに対しては、
主文の罰金刑が相当である。

3 　まとめ

無免許者の宅建業取引に、宅建業者が媒介
等により関与することは、宅建業法が目的と
する「不動産取引の公正の確保・悪質な不動
産業者の排除」を脅かす、無免許営業という
犯罪行為を、免許を持つ宅建業者が手助けす
ることであり、宅建業法においては、宅建業
法12条１項の違反行為に不当に関与した（同
65条２項５号）等として行政処分の、刑法に
おいては幇助犯（刑法62条の１）として刑事
罰の対象となる。本件では、売主の無免許営
業を知りながら、取引の幇助を行った刑事責
任は軽視できないとして、宅建業者代表者に、
罰金刑が言い渡されている。
無免許営業を知りながらの幇助は論外であ

るが、売主・買主が、無免許営業の認識なく
転売等の取引を行おうとする場合があるの
で、媒介業者においては、取引に際して、買
主には購入目的の確認を、売主には不動産の
取得経緯と売却事由の確認を行うことが重要
であり、無免許営業が疑われる場合には、よ
り慎重な対応を行う必要がある。

（調査研究部上席研究員）
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